
 

 

大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、工場又は事業場に設置されるガスタービン、ディーゼル機関及びガ

ス機関に係る窒素酸化物対策指導に関して、必要な事項を定めるものである。 

 

（指導の対象） 

第２条 この要領による指導の対象は、大阪市の区域に別表第１に掲げる施設（以下「固

定型内燃機関」という。）を設置している者及び設置しようとする者（以下「固定型内

燃機関設置者等」という。）とする。 

 

（指導基準等） 

第３条 固定型内燃機関に係る排出ガス中の窒素酸化物濃度の指導基準値は、別表第２の

とおりとする。 

２ 固定型内燃機関で使用する燃料は、原則として気体燃料、灯油等軽質燃料とする。 

ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

３ 固定型内燃機関設置者等は、第１項及び第２項に定める事項の遵守のほか、窒素酸化

物の年間排出量の削減に努めるものとする。 

４ 排出口の高さは、周辺の建物の状況を考慮し、可能な限り高さの確保に努めるものと

する。 

５ 排出口は、固定型内燃機関ごとに設置し、排煙脱硝装置等を設置する場合にあっては、

同装置等の効率が確認できるよう設置するものとする。 

 

（設置等の届出） 

第４条 固定型内燃機関設置者等は、次に定めるところにより、市長に届け出るものとす

る。ただし、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）に基づく所定の届出をした者に

ついては、この限りでない。 

（１） 固定型内燃機関を設置しようとする者は、原則として工事着手予定日の 60 日前まで

に次に掲げる事項を様式第 1 により届け出ること。 

  ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  イ 工場又は事業場の名称及び所在地 

  ウ 固定型内燃機関の種類 

  エ 固定型内燃機関の構造及び使用の方法 

  オ 窒素酸化物の処理等の方法 

  カ その他市長が必要と認める事項 

（２） この要領の施行日までに設置している者は、様式第 1により速やかに届け出ること。 

（３）  前２号の規定により届出をした者は、第 1 号エ又はオに掲げる事項の変更をしよ    

うとするときは、原則として当該変更に係る着工予定日の 60 日前までに様式第 1 によ

り届け出ること。 



 

（４） 第 1 号又は第 2 号の規定により届出をした者は、第 1 号ア又はイに掲げる事項の変

更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を様式第 2 により届け出ること。 

（５） 第 1 号又は第 2 号の規定により届出をした者は、その届出に係る固定型内燃機関の

使用を廃止したときは、その日から 30 日以内に、その旨を様式第 3 により届け出る

こと。 

（６） 第 1 号又は第 2 号の規定により届出をした固定型内燃機関を承継した者は、その承

継のあった日から 30 日以内に、その旨を様式第 4 により届け出ること。 

２ 前項の規定による届出は、当該届出に係る固定型内燃機関を設置する工場又は事業

場の所在地を管轄する環境保全監視グループに行うものとする。 

３ 届出部数は、正本 1 通にその写し１通を添えて行うものとする。 

 

（窒素酸化物等の測定） 

第５条 固定型内燃機関を設置している者は、別表第 3 に定める方法及び頻度により窒素

酸化物等の測定を行うこと。ただし、大気汚染防止法施行規則第 15 条第 4 号により測

定方法等が定められている施設は、この限りでない。 

 

（脱硝装置等の維持管理） 

第６条 固定型内燃機関の脱硝装置等の維持管理は、その性能が十分保てるよう適切に行

うこと。 

 

（記録及び報告） 

第７条 固定型内燃機関を設置している者は、第 5 条及び第 6 条による窒素酸化物排出濃

度等及び窒素酸化物対策等の稼動状況を記録し、その記録を 3 年間保存すること。 

  ２ 市長は、固定型内燃機関を設置している者に対し、当該施設の使用状況、窒素酸化物

濃度及び排出量等の報告を求めることができる。 

  ３ 市長は、固定型内燃機関製造業及び販売に係る事業者に対し、窒素酸化物排出量及び

対策技術について、必要に応じ報告を求めることができる。 

 

（措置の要請） 

第８条 市長は、この要領に定める事項に関し、改善等が必要と認められるときは、固定

型内燃機関設置者等に対し所要の措置を講じるよう要請することができる。 

 

附 則 この要領は、平成元年 2 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、平成 21 年 3 月 13 日から施行する。 

附 則 この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、令和元年 5 月 1 日から施行する。 

附 則 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 



 

附 則 この要領は、令和 5 年 8 月 23 日から施行する。 



 

別表第 1 固定型内燃機関（第 2 条） 

固定型内燃機関の種類 使用の方法 規 模 

ガ ス タ ー ビ ン 

ディーゼル機関 

ガ ス 機 関 

 

常 用 

燃料の燃焼能力が重油換算で 

10L/h 以上であること。 

備考１ 常用の固定型内燃機関とは、非常用の施設（停電時、災害時及び事故時に専ら  

用いるもの）以外の施設をいう。 

  ２ この要領の施行日以降に非常用から常用に変更する場合に合っては新設と見な  

し、変更した日を設置日とする。 

  ３ 燃料の量の重油への換算方法は、昭和 52 年大阪府告示第 1322 号の第 1 の４の 

（２）に基づいて算出すること。 

別表第 2 指導基準値（第 3 条第 1 項） 

 

固定型内燃機関 

指導基準値【単位：ppm（０２＝０％）】 

平成元年 2 月 1 日か

ら平成 4 年 3 月 31

日までに設置 

平成 4 年 4 月 1 日か

ら平成 9 年 3 月 31

日までに設置 

平成 9 年 4 月 1 日 

以降に設置 

種類 規模 

 

     ＊１ 

ガスタービン 

2 万 kW 以上 

15 万 kW 未満 

 

 

150 

 

 

100 

30 

6 千 kW 以上 

2 万 kW 未満 

50 

2 千 kW 以上 

6 千 kW 未満 

      *3 

80 

2 千 kW 未満 200 150 100 

ディーゼル機関 500 300 300 

 

     ＊２ 

ガス機関 

650L/h 以上  

 

300 

 

 

200 

50 

150L/h 以上 

650L/h 未満 

     ＊4 

100 

50L/h 以上 

150L/h 未満 

 

150 

50L/h 未満 500 

備考１ 平成元年 1 月 31 日以前に設置された施設については、当分の間適用しない。 

  ２ 平成 9 年 3 月 31 日以前に設置された燃料の燃焼能力が重油換算で 10L/h 以上、30L/h

未満の施設については、当分の間適用しない。 

  ３ ガスタービンの定格の発電出力が 15 万 kW 以上の施設については、別途市長と協議す

るものとする。 

  ４  ＊1：規模は定格の発電出力を示す。 

＊2：規模は燃料の燃焼能力を重油換算で示す。 

  ５  ＊3：平成 12 年 3 月 31 日までに設置されたものについては、85ppm を適用する。 

  ＊4：平成 12 年 3 月 31 日までに設置されたものについては、120ppm を適用する。 



 

別表第 3 窒素酸化物濃度等の測定 

１ 測定方法  

窒素酸化物濃度 日本産業規格（以下「規格」という。）K0104 に定める方法により行う

こと。 

酸素濃度 オルザット法及び規格 B7983 により測定すること。 

２ 測定頻度 

 排出ガス量 ＊2 測定頻度 

 

＊1 

特定工場等に設置される 

固定型内燃機関 

４万ｍ３/h 以上で下記以外

のもの 

常 時 

４万ｍ３/h 以上で環境庁長

官の定める場合（昭和 57 年

環境庁告示第 50 号） 

 

1 回／2 ヵ月以上 

４万ｍ３/h 未満 2 回／年以上 ＊3 

特定工場等以外の 

工場・事業場に設置される 

固定型内燃機関 

４万ｍ３/h 以上 1 回／2 ヵ月以上 

４万ｍ３/h 未満 2 回／年以上 ＊3 

＊1 特定工場等とは、燃料・原料の使用能力が重油換算値で 2kL/h 以上の工場・事業場 

をいう。 

＊2 温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算した排出ガスの最大量とする。  

＊3 1 年間に６ヵ月以上継続して休止する施設については、１回／年以上とする。 

 


